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議案第６号

新潟都市計画地区計画の変更

（新潟市決定）

舟戸地区地区計画



名 称 位 置 面 積 備 考

舟戸地区
地区計画

新潟市秋葉区
矢代田地内

約１５．９
ヘクタール

舟戸土地区画整理事業の

土地利用計画に整合する

ようＢ－１地区およびＢ

－２地区の区分を変更し、

併せて、Ｂ－１地区の壁

面の位置の制限およびＢ

－２地区の建築物の地盤

面の高さの制限を変更す

る。

新潟都市計画地区計画を次のとおり変更する。

新潟都市計画地区計画の変更（新潟市決定）

議案第６号



名称：舟戸地区地区計画
面積：約１５．９ｈａ

舟戸地区の位置

小須戸出張所

JR矢代田駅



都市計画の決定状況



【同意率】
（提案書提出時点）

・権利者数の同意率

73.6％

（187／254名）

・ 地 積 の同意率

87.0％

（103,467.77

／118,910.19 ㎡）

都市計画提案の同意状況

※ 権利者数と地積で、それぞれ3分の2以上（66.7%以上）
の同意が必要 ⇒ OK

（現時点）

76.0％

（193／254名）

87.5％

（104,061.92

／118,910.19 ㎡）



提案内容



提案内容①



提案内容①

200
一住

60

B-2地区 B-1地区
200
一住

60



提案内容



提案内容



提案内容



新旧対照表①



新旧対照表②

地区の区分

新 旧

Ｂ－１地区 ５．４ヘクタール ４．３ヘクタール

Ｂ－２地区 ３．１ヘクタール ４．２ヘクタール



新旧対照表②

建築物等の高さの制限

新 旧

Ｂ－２地区

建築物の地盤面の高
さは，前面道路の高さ
から１.５メートル以下
とする。ただし築山等
についてはこの限りで
ない。

建築物の地盤面の高
さは，前面道路の高さ
から０.５メートル以下と
する。ただし築山等に
ついてはこの限りでな
い。



新旧対照表②
壁面の位置の制限

新 旧

Ｂ－１地区

建築物の外壁又はこ
れに代わる柱の面は，
道路境界線から１.０
メートル以上離さなけ
ればならない。ただし，
軒の高さが３.０メート
ル以下の自動車車庫
等は，敷地境界線か
らの制限については０.
５メートル以上とする。

建築物の外壁又はこ
れに代わる柱の面は，
道路境界線から１.５
メートル以上隣地境界
線から１.０メートル以
上離さなければならな
い。ただし，軒の高さ
が３.０メートル以下の
自動車車庫等は，敷
地境界線からの制限
については０.５メート
ル以上とする。



新旧対照表③



令和７年２月４日～２月１８日

縦覧者： ２名 意見書提出：なし

令和７年３月４日～３月１８日

縦覧者： ２名 意見書提出：なし

都市計画の手続きについて

市条例に基づく原案縦覧

都市計画法に基づく案縦覧



令和７年３月２８日（本日）

令和７年６月下旬 都市計画決定（予定）

都市計画の手続き状況

新潟市都市計画審議会



新潟都市計画地区計画の変更（新潟市決定）

【舟戸地区地区計画】

議案第６号


